
⑶　一般会計<歳入>

　①　歳入の内訳

　②　市税の内訳

個人市民税

976億5,707万7千円

39.8%

固定資産税

908億9,555万2千円

37.1%

都市計画税

189億2,218万3千円

7.7%

市たばこ税

79億2,349万9千円

3.2%

事業所税その他

96億9,988万4千円

4.0%

2,451億

7,320万円

市 税

市税

2,451億7,320万円

35.8%

国庫支出金

1,504億7,146万7千円

22.0%

地方交付税

680億円

9.9%

市債

524億3,800万円

7.7%

諸収入

390億935万6千円

5.7%

県支出金

359億5,478万5千円

5.2%

地方消費税交付金

320億1,371万7千円

4.7%

繰入金

130億5,261万7千円 1.9%

使用料・手数料

120億3,290万2千円

1.8％

地方特例交付金その他

363億9,760万5千円

5.3%

6,845億

4,364万9千円

歳 入

市民税

1,177億

3,208万2千円

48.0％

法人

市民税

200億

7,500万

5千円

8.2％
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⑷　一般会計<歳出>

　①　歳出〔目的別〕の内訳

　②　歳出〔性質別〕の内訳

69.4%

11.2%

19.4%

扶助費

1,511億1,441万6千円

22.1%

人件費

1,507億5,567万1千円

22.0%
物件費 維持補修費

949億2,741万円

13.9%
補助費等

781億2,941万8千円

11.4%

普通建設事業費

768億7,220万1千円

11.2%

災害復旧事業費

1億3,163万1千円

公債費

319億2,818万5千円

4.7％

貸付金

259億6,956万5千円

3.8%

繰出金その他

747億1,515万2千円

10.9%

民生費

2,473億9,514万9千円

36.1%

教育費

989億1,183万9千円

14.5%

土木費

982億3,238万9千円

14.4%

衛生費

700億2,817万6千円

10.2%

総務費

597億3,297万3千円

8.7%

公債費

321億7,065万8千円

4.7%

商工費 153億7,363万円

2.2%

議会費 16億6,743万2千円

0.2%

諸支出金その他

610億3,140万3千円

9.0%

歳出(目的別）

6,845億

4,364万9千円

歳出(性質別）

6,845億
4,364万9千円

消

費

的

費

経

その他

※扶助費

※補助費等

報償費（報償金及び賞賜金）、役務費のうちの各種保険料、負担金・補

助及び交付金（人件費及び事業費に計上されている以外のもの）、補償・

補塡及び賠償金（事業費に計上されている以外のもの）、償還金・利子及

び割引料（公債費に計上されている以外のもの）、寄附金、公課費

最低限の生活維

持を図る目的で支

出される経費で、

生活保護法、児童

福祉法、老人福祉

法、被爆者援護法

等各種法令に基づ

き被扶助者に対し

て支給する費用及

び地方公共団体が

単独で行っている

各種扶助に要する

経費

※普通建設事業費
道路・橋りょう、学校、

庁舎等公共用又は公用施設

の新増設等の建設事業に要

する投資的経費

※公債費

投資的

経費

地方債の元利償

還金、一時借入金

の利子の合算額

（ただし、公債諸

費［発行手数料に

要する経費］を除

いた経費）
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２　市民一人当たりの金額
　　　　《人口：117万5,327人（外国人を含む。）令和6年3月31日現在》

　一般会計（歳出）《58万2,400円》の内訳

☆民生費 21万 　500円

（福祉の充実）

☆教育費 8万 4,100円

（学校教育の充実）

☆土木費 8万 3,600円

☆衛生費 5万 9,600円

（保健の充実・ごみ処理など）

☆総務費 5万 　800円

（コミュニティの振興など）

☆公債費 2万 7,400円

☆商工・農林水産業費 1万 7,100円

（各種産業の振興）

☆議会費 1,400円

（議会の運営）

☆その他 4万 7,900円

（借入金の返済）

（道路・公園整備など）
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2,400円
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(歳出)

税負担額 市債残高

（令和6年度末の見込み）

万円
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３ 主要事業の概要 
 
⑴ 「世界に輝く平和のまち」の実現に向けた取組 

  
◎  令和６年度に開催が予定されているＮＰＴ再検討会議準備委員会に出席するほか、第１３回平和首長会議理

事会を開催し、被爆８０周年となる令和７年に開催する第１１回平和首長会議総会の運営方針や今後の取組等

について審議します。 

◎  日本政府の拠出により国連が設立した「ユース非核リーダー基金」のプログラム参加者を受け入れ、被爆の

実相を伝えるほか、若者が主体的に「ヒロシマの心」を発信できるよう、被爆の実相に関する研修の実施等に

取り組むとともに、引き続き、平和文化月間と定めた１１月に、平和文化をテーマとしたコンサートや講演な

どを実施します。 

◎  旧広島陸軍被服支廠について、広島県と共同で保存・継承に取り組むほか、広島大学本部跡地における平和

に関する「知の拠点」の整備に向け基本設計等に着手します。 

 
 
⑵ 「国際的に開かれた活力あるまち」の実現に向けた取組 

  
◎  紙屋町・八丁堀地区においては、基町相生通地区市街地再開発事業へ補助を行うほか、ファミリープールに

ついて、こどもたちが四季を通じて様々な遊びや体験を楽しみながら学ぶ新たな施設の整備に向けた基本構想

を策定するとともに、広島サッカースタジアムについて、広場エリアの整備を進め、令和６年８月に全面開業

します。 

◎  西風新都の都市づくりを推進するため、西風新都環状線の梶毛南工区や善當寺工区、梶毛西工区の整備を進

めます。 

◎  バス事業者の経営安定化と利用者目線での質の高いバスサービスの提供を図るため、乗合バス事業の共同運

営システムを構築し、その取組の推進に資する新乗車券システムの導入支援に取り組むとともに、芸備線につ

いては、広島駅から三次駅までの区間を対象に、まちづくりや利便性の強化に資する公共交通ネットワークの

あり方を検討します。 

◎  圏域特産品の販売を促進するため、大阪・関西万博に向けた関西圏バイヤーとの商談会等を実施するほか、

企業等の立地誘導を推進するため、引き続き立地企業への助成を行うとともに、圏域市町と連携した企業誘致

活動に取り組みます。 

◎  国際交流・国際協力や多文化共生の推進については、若者と被爆者をホノルルに派遣し、現地の文化、歴

史などについて幅広く学ぶとともに、未来志向の交流を促進します。 

◎  「地域資源を生かしたまちづくりの推進」については、比治山公園「平和の丘」に係る取組や、似島地域活

性化ビジョンや戸山地域・湯来地域活性化プランに基づく取組を推進するとともに、高陽地域・白木地域の活

性化プランの策定に向けた支援を新たに行います。 

 
 
⑶ 「文化が息づき豊かな人間性を育むまち」の実現に向けた取組 

  
◎  「生涯にわたり学習し活躍できる環境づくりの推進」については、誰もが学び、憩う「平和文化」の情報拠

点となる中央図書館等の移転整備に引き続き取り組むとともに、郷土の文化と歴史の専門図書館としての浅野

文庫等施設を整備するため、基本設計に着手します。 

◎  「文化の振興」については、広島交響楽団等による様々なコンサートの開催や、国際音楽交流協会との共催

によるクラシックコンサートの開催など、市をあげて「音楽のあふれるまちづくり」に引き続き取り組むとと

もに、市民や国内外の観光客に多様で上質な音楽・芸術作品等に触れる機会を提供するため、「第２回ひろし

ま国際平和文化祭」を開催します。 

また、広島城の魅力向上を図るため、天守の木造復元に向けた調査・検討を行うほか、広島城三の丸歴史館

の整備を進めるとともに、三の丸にぎわい施設の一部を令和６年度末に供用開始します。 

◎  「スポーツの振興」については、令和７年３月のオープンに向けて、広島西飛行場跡地に整備する観音新町

運動広場の工事を進めるほか、湯来地域におけるスポーツと温泉の連携施策を推進するため、湯来地域の運動

施設の整備などを行います。 

◎  地域コミュニティや多様な市民活動の活性化については、地域団体などが連携するひろしまＬＭＯの構築・

運営のための支援に必要となる原資に加え、地域特性を生かした活動の更なる充実等につなげるため、本市か
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ら各種地域団体に直接交付している従来の補助金の限度額等を拡充・一本化した一括交付金の交付に必要とな

る原資を、広島市社会福祉協議会の基金に対し出えんするほか、持続可能な地域コミュニティの実現を目指す

ための条例の制定に向けた取組を進めます。 

◎  「健康づくりの推進と医療提供体制等の充実」については、がん検診と特定健康診査の同時実施など、がん

検診の受診率向上に引き続き取り組むほか、受動喫煙による健康被害の防止等を目的として、本市の実情に応

じた実効性のある対策を検討するため、学識経験者や医療関係者などの様々な立場の委員で組織する広島市タ

バコ対策懇談会を新たに設置します。 

◎  「障害者の自立した生活の支援」については、相談件数の増加に対応するため、障害者相談支援事業所の相

談支援専門員を増員するとともに、医療的ケア児・者に対する相談支援体制を強化するため、重症心身障害児

者相談支援センターの相談支援専門員を増員します。 

◎  「多様で良質な切れ目のない支援」については、より多くの子どもの健全な発育を更に促進するため、こど

も医療費補助について、通院に係る補助対象年齢を小学６年生から中学３年生まで拡大するとともに、複数人

の子どもがいる世帯の保育料等に係る負担を軽減するため、同時入所要件を撤廃し、第２子の保育料を半額、

第３子以降の保育料・副食費を無償化します。 

また、妊産婦への支援として、出産予定日を超過した妊婦に係る費用助成の対象となる健診回数の上限を撤

廃するとともに、産後ケアの利用期間を拡充します。 

さらに、幼児教育・保育の質の向上を図るための拠点となる公立認定こども園の整備に取り組みます。 

 


